
嘉手納基地所属 F-15戦闘機による部品落下に対する抗議決議 

 

 去る 8 月 4 日 10 時 30 分頃、嘉手納基地所属の F-15 戦闘機から長さ約 17．

8cm、重さ約 3．6ｋｇの部品（イーグルクロー）が落下する事故が発生した。 

沖縄防衛局を通じて情報が寄せられたのは、同日の 20 時 30 分頃で事案発生

から 10時間後であった。 

落下場所については不明であるが「嘉手納基地から東南東へ約 60マイルの地

点」或いは「国道 58 号線沿付近一帯」のいずれかに落下したとあり、けが人や

物損についての情報は今のところ確認されていない。 

 今回、部品落下事故をおこした同型機は沖縄市上空を飛行しており、一歩間違

えば、住民等を巻き込んだ大惨事に繋がるものであり、さらに、部品落下の原因

が究明されぬまま、飛行訓練が行われている事に対し、周辺住民の怒りは増すば

かりである。 

本市議会では、これまでも事故が起きるたびに幾度となく抗議行動等を展開

し、「再発防止」・「安全管理の強化」等を強く申し入れてきたにもかかわらず、

またしてもこのような事故が起きており、米軍の事故に対する認識の甘さと再

発防止策には問題があると言わざるを得ず、断じて容認できるものではない。 

 よって沖縄市議会は米軍嘉手納基地所属 F-15 戦闘機による部品落下に対し、

厳重に抗議するとともに下記事項について強く要求する。 

 

記 

 

1．事故原因を徹底的に究明し、その結果を早急に公表すること。 

2．徹底した点検整備等の安全管理を見直し、再発防止策を図ること。 

3．通報体制を厳格に遵守し、事故に関する正確かつ迅速な情報提供を行うこと。 

 

 以上決議する。 

 

              令和 2年 9月 10日 

              沖 縄 市 議 会 

 

宛先 

 

 在沖米国総領事   嘉手納基地第 18航空団司令官 

 


